
 

     
 
 
 
   

 組合員及び組合関係各位 
         
● 前回報（7/25・月）から1週間。静岡県内の感染拡大が続 

いています。昨日（8/1・月）の県内新規感染者は「2,075人」 

で過去最多となりました。この1週間における全国の新規感 

染者数の推移（2ページ）を見ても、全国的な感染拡大が続 

いています。→  まだ、まだ感染拡大が続く︕  
  
● 今回報（8/2）は、濃厚接触者の定義、濃厚接触者の待機期間、陽性者（症状

あり）の療養解除、同（症状なし）の療養解除について、最新の「具体的な日数

の数え方」を情報提供します。 → 該当者は一定期間、職場に戻れない︕ 
  

● まずは「感染を防ぐ」、それでも「感染したり濃厚接触者になった」場合は、 

「療養期間・待期期間」を理解して適切な対処をお願いします。 

 

    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8/1・⽉の新規感染者（静岡県）は過去最多︕ 

  

 組合速報 
 コロナ第 27 報 

2022 年 08月 02日（火）15時 
 静岡県消防設備保守点検業 
 協同組合（理事長 西川和宏） 

 
  国の情報は「内閣官房広報室ＨＰ」から︕ 

 https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho 
 /coronavirus.html 
 
 静岡県内の情報は「静岡県ＨＰ」から︕ 

http://www.pref.shizuoka.jp/kinkyu/covid-
19.html 

 

感染者・濃厚接触者は、一定期間、点検業務に従事できない︕ 

  
厚生労働省の令和4年7月 26日時点の基準です。 
 

1 感染者（症状あり）の療養解除 
発症日（症状が出た日）から「10日以上」かつ「症状軽快（解熱剤を 

使用しないで解熱し呼吸器症状が改善傾向）」後72時間経過後（又は症 

状軽快後24時間以上空けて2回ＰＣＲ等の検査を行い陰性だった場合） 

に療養解除。 
 

2 感染者（症状なし）の療養解除 
  検体採取日から「7日経過後」に療養解除 

 
3 感染者（症状なし）が療養中に症状が出た場合の療養解除 
  当初、無症状の人でも、療養期間中に症状が出た場合は、発症から 

10日間は感染性があるとされるので、発症日が起算日となる。 

  
 

  
 陽性者と「①一定の期間」に「②接触があった人」を言います。 
 
① 一定の期間 

1) 接触者が「感染者（症状あり）」； 発症の2日前から療養が終了するまでの期間 

2) 接触者が「感染者（症状なし）」； 検体を採取した2日前から療養が終了するまでの期間 
 
                                   → 次ページに続く 

－ 1 － 

詳しくは 

出典；https://www.mhlw.go.jp/content/000928216.pdf（厚生労働省ＨＰ） 

厚⽣労働省（R4.7.26 火）時点 

厚⽣労働省（R4.7.26 火）時点 「濃厚接触者の定義」-1 

 

 ※ 詳細は国や県・市町村等にご確認ください（以下同じ） 

発症日 

 

療養 

最終日 

8/1 月 8/11 木 

 

＜起算例＞ 

検体 

採取日 

療養 

最終日 

8/1 月 8/ 8月 

 
 
   起算例は、埼玉県ＨＰ(R 

4.7.23時点)から転載した 

もの。日にちをずらして、 

利用する方法もあります。 
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★ 令和4年8月 1日(月)  県発表「新型コロナ療養支援センターの設置について」 

★ 令和4年7月 29日(金) 県の国評価レベルは実質的に「3適切な医療を提供できなくなるレベル」と同じ,警報発令 

★ 令和4年7月 29日(金）県発表「静岡県はお盆期間中に『ワクチン接種等呼掛け強化月間』に取り組みます！」 

◎ 令和4年7月 31日(日)・29日(金) 岸田総理記者会見「感染症法上の分類引き下げは今は考えていない。（略）既に 

                  策定した『基本的な方針』に基づきメリハリを効かせた対策を進めていく。」 

◎ 令和4年7月 29日(金）内閣官房副長官「8月までを『ワクチン推進強化月間』として国・自治体一体で取り組む。」 

 

新規陽性者数／日   静岡県 東京都 大阪府 （全国） （世界計） 

Ｒ4 年  8 ⽉ 01 日 (⽉) ２,０７５ ２１,９５８   ７,２８２ １３９,６８７ １,０９５,９７６ 

          7 ⽉ 31 日 (日)   ３,８４４ ３１,５４１   １６,４７３  １９７,７９２   ５５８,２５８ 

       6月 30日 (木)     ４２３ ３,６２１   ２,１９３   ２３,４４２    ９１３,７６５ 

       5月 31日 (火)      ５０５ ２,３５６   ２,３１４   ２２,００９    ３７６,２４３ 

    4月 30日 (土)    ４３０ ２,９７８   １,１１２   ２５,１７０    ５９２,５４７ 

3 ⽉ 31 日（木）  １,０５１ ８,２２０   ３,７３３   ５１,８８６  ２,０５４,７９５ 
      ２⽉ 28 日（⽉）     ８２６ ９,６２９   ４,６２５   ５１,３１８ １,０３８,２３９ 
         １⽉ 31 日（⽉）   ７７２ １１,７４３ ６,９４２   ６１,４５４ ２,１６９,０１７ 
Ｒ3 年 12 ⽉ 31 日 (⾦)       ３       ７８         ７８ ５０６ ２,００５,８３８   

11月 30日（火）        ２       ２０         １２        １３０ ６７８,６５９ 

     10月 31日（日）        ０       ２１         ４５ ２２７ ３６４,７１１ 

９月30日（木）       １７     ２１９       ２６４ １,５７５ ４６６,５５０ 

    ８月31日（火） ４７９ ２,９２６    ２,３４６ １７,７１６ ７１８,８４８ 

７月31日（土） １６８ ４,１４３ １,０４０ １２,４２３ ７４２,６０８ 

   感染状況／令和 3 年 7 ⽉以降〜現在まで 

 静岡県、国の新情報（前回報 7/25 ⽉〜） 
出典；世界計(厚生労働省ＨＰ）以外はＮＨＫ公表資料 

オミクロン株による感染拡大 

  
 

 
② 接触があった人 ＝ 次のいずれかの該当者   

  
1) 陽性者と同居している人 

2) 陽性者と長時間の接触があった人（車内・航空機内等での同乗の場合を含む） 

3) 陽性者の気道分泌液や体液などの汚染物質に直接、触れた可能性が高い人 

4) マスクなしで陽性者と「1ｍ以内」で「15分以上」接触があった場合 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

＜濃厚接触者の待機期間＞ 
 

1) 陽性者の感染期間内に陽性者と接触した日を「0」として、翌日か 

 ら「5日を経過」した場合 

2) なお、陽性者と最終接触のあった日を「0日目」として、翌日から 

 「2日目」及び「3日目」に検査を行い、陰性であれば「3日目」か 

  ら待機解除が可能。 

     読売新聞オンライン2022.7.23(火) 00:01 から転載 
 

 0日目 

8/1月 

1日目 

8/2火 

2日目 

8/3水 

3日目 

8/4木 

4日目 

8/5金 

5日目 

8/6土 

6日目 

8/7日 

7日目 

8/8月 

8日目 

8/9火 

 ＜解 説＞ 

                          ◎ これまで 

-7/21  

 

  
▼ ▼  

  ◎ 

   

     
 ◎ 

  新基準 

7/22- 

 

感染者と 

最後に接

触した日 

 

 

 
▼ ▼  

  ◎ 

     

 

  … 待機期間 

 ◎ 

  … 待機解除 

 ▼ 

 … 検査で陰 

   性を確認 

 

厚⽣労働省（R4.7.26 火）時点 「濃厚接触者の定義」-2 

最終接

触日 

待機最

終日 

8/1 月 8/ 6土 

 

＜起算例＞ 

－ 2 － 

※ あくまでも原則であり、感染状況や各地域の 
 実情で判断されます。 

 ※ 首相官邸ＨＰ、県ＨＰ転載  


